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12 平成14年度山梨県商工業振興資金特別会計歳入歳出決算書
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13 平成14年度山梨県林業改善資金特別会計歳入歳出決算書
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14 平成14年度山梨県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算書
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15 監査委員の意見
平成15年11月20日

山梨県知事　山　本　栄　彦　殿
山梨県監査委員　勝　　　　　敏　　夫
山梨県監査委員　早　　川　　正　　秋
山梨県監査委員　奥　　秋　　恵　　次
山梨県監査委員　竹　　越　　久　　高

平成14年度山梨県一般会計・特別会計歳入歳出決算の審査意見について

地方自治法第233条第２項の規定に基づき審査に付された平成14年度山梨県一般会計・特別会計歳入歳出決算について審査した結果、次のとおり意見書を提出します。

平成14年度歳入歳出決算審査意見書

第１　審　査　の　対　象

平成14年度　　山　梨　県　一　般　会　計

平成14年度 山梨県恩賜県有財産特別会計

平成14年度 山梨県教育奨励資金特別会計

平成14年度 山梨県災害救助基金特別会計
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平成14年度 山梨県母子寡婦福祉資金特別会計

平成14年度 山梨県中小企業近代化資金特別会計

平成14年度 山梨県農業改良資金特別会計

平成14年度 山梨県市町村振興資金特別会計

平成14年度 山 梨 県 県 税 証 紙 特 別 会 計

平成14年度 山 梨 県 集 中 管 理 特 別 会 計

平成14年度 山梨県商工業振興資金特別会計

平成14年度 山梨県林業改善資金特別会計

平成14年度 山梨県流域下水道事業特別会計

第２　審　査　の　手　続
審査に当たっては、
１　決算の計数は、関係諸帳票及び証拠書類等と符合し正確であるか
２　予算の執行は、議決の趣旨に沿って適正かつ効果的に行われているか
３　財務に関する事務は、財務規則及び関係法令等に適合して公正に処理されているか
４　財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか

などの諸点に主眼をおき、決算報告書、諸帳票及び証拠書類等を精査照合するとともに、関係職員から概況を聴取し、併せて定例監査及び例月現金出納検査の結果を踏ま
え決算審査を行った。

第３　審査の結果及び意見
一般会計及び各特別会計の決算は、関係諸帳票、証拠書類及び指定金融機関等の残高証明書の計数と合致しており、また、予算の執行、財務に関する事務及び財産の管理

は、適正に行われているものと認められた。
しかしながら、次のような留意又は改善すべき事項が見受けられるので、適切に処理されるよう要望する。

１　一般会計について
（１）歳入
①　歳入決算額は、5,169億2,620万3,875円で、前年度に比較すると173億278万2,369円（3.2％）の減となっている。

歳入状況を自主財源と依存財源でみると、歳入総額に占める割合は、自主財源が29.9％、依存財源が70.1 ％となっており、自主財源の割合は、前年度に比較して
3.0 ポイント減少している。
これは、諸収入が13億3,477万5,470円（6.8％）増加したものの、自主財源の55％を占める県税収入が、173億5,834万345円（17.1％）減少したことによるものである。
地方分権を推進し、県の財政基盤の安定を図り、行政活動の自律性をより一層発揮するためにも、自主財源比率の向上が望まれる。
このため、県内経済の活性化等を積極的に進めるとともに、独自税制の導入について十分検討するなど、県税をはじめとした自主財源の充実、確保に努められたい。
一方、依存財源のうち県債は前年度に比較して189億9,085万6,904円（22.2％）増加し、その残高は7,502億1,435万6,000円と年々累増している。これは、平成13年度
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の地方財政対策の見直しにより、国と地方の責任分担の明確化等を図るため、財源不足のうち地方負担分を「臨時財政対策債」により補てん措置を講ずることとした
ことなどによる影響が大きい。
この臨時財政対策債の元利償還相当額については、全額が後年度地方交付税基準財政需要額に算入されることとなっている。
しかし、今後の県債の新規発行については、補てん率の削減など県財政に影響を与える地方交付税制度見直しの動きがあること、また、県債残高の増加は、後年度

の大きな財政負担となり、財政の硬直化を招く要因ともなることから、なお一層慎重な対応を望むものである。
②　不納欠損額は、３億2,511万6,043円で、前年度に比較すると、3,129万8,051円 (10.7％) 増加している。

不納欠損処分に当たっては、今後とも実態の把握に努め、適切に処理されることを望むものである。
③　収入未済額は、49億4,785万4,476円で、前年度に比較すると1億6,105万3,944円 (3.4％) 増加している。

このうち、県税の収入未済額は、42億7,353万5,538円であり、その主なものは個人県民税14億2,058万2,579円、不動産取得税11億6,536万8,367円及び自動車税８億
7,647万9,337円である。
また、県税以外の収入未済額の主なものは、県営住宅使用料３億8,647万3,683円、児童福祉費負担金7,242万6,635円及び県税の加算金6,413万5,143円である。
収入未済額は、49億円余と引き続き多額であるので、財源確保と公平負担の観点から適切な債権管理を行い、関係機関との連絡協調を密にし、今後とも収納促進に

努力されたい。
特に、長期の収入未済金については、定例監査や決算審査等を通じて適切な債権管理の徹底を指導してきたが、改善が進まない状況にある。
滞納債権に対する強制執行や連帯保証人に対する請求などを講じても、なお回収の見込みのない債権及び時効が完成した債権については、債権管理の効率性や決算

における債権の適正な表示を行う意味から、不納欠損処分の手続きを行うことについて検討するなど、適切に処理されることを望むものである。
（２）歳出
①　歳出決算額は、5,045億3,958万7,078円で、前年度に比較して165億542万399円 (3.2％)の減となっている。
性質別決算状況をみると、行政経費は2,243億2,607万9,000円で、前年度に比較して49億2,282万円減少したものの、構成比は44.5％と前年度より0.5ポイント増加して
いる。
投資的経費は1,858億6,819万9,000円で、前年度に比較して82億4,766万5,000円減少し、構成比は 36.8％と前年度より0.5ポイント減少している。
公債費は750億6,176万7,000円で、前年度に比較して23億4,770万3,000円増加し、構成比は14.9％と前年度より0.9ポイント増加している。

② 財政指標（普通会計ベース）でみると、財政構造の弾力性を示す指標の一つである経常収支比率は86.1％、公債費比率は19.3％となり、それぞれ前年度に比較して
1.8ポイント、0.5ポイント、ともに悪化している。
これは、人件費が職員の給与の引き下げにより減少したものの、公債費や扶助費などの義務的経費は依然増加傾向を示していることや、主たる自主財源である県税

収入が前年度比17.1％の減と過去最大の減少率となるなどの要因によるものである。
③　実質単年度収支は平成４年度以来10年ぶりの赤字となり、その額は12億701万675円となっている。

今後、国庫支出金や地方交付税は国の三位一体の改革方針に沿って減少が見込まれ、さらに、引き続き県税収入も期待しがたい状況にあり、財政状況は一段と厳し
くなるものと予想される。
こうした中で、「誇れる郷土・活力ある山梨」の実現に向けた施策が展開できるよう、さらなる行財政改革を積極的に進めるとともに、施策の緊急性等優先度を十

分吟味し、なお一層、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努められたい。
④ 翌年度繰越額は162事業、586億1,113万5,148円で、前年度に比較して事業数では19事業減少し、金額も68億9,306万7,722円（10.5％）減少している。その内訳は、継
続費逓次繰越６事業、51億5,132万1,228円、繰越明許費97事業、498億7,211万7,955円、事故繰越し59事業、35億8,769万5,965円である。
今後とも計画的な事業執行に努め、その抑制に努力されたい。
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山 梨 県 告 示 第 百 七 十 号

平 成 十 五 年 十 二 月 定 例 県 議 会 に お い て 議 決 さ れ た 平 成 十 四 年 度 山 梨 県 公 営 企 業 会 計 の

決 算 及 び 当 該 決 算 に 係 る 監 査 委 員 の 意 見 は 、 次 の と お り で あ る 。

平 成 十 六 年 三 月 三 十 一 日

山 梨 県 知 事 　 　 山 　 　 本 　 　 栄 　 　 彦

⑤　不用額は108億8,926万9,644円で、前年度に比較して１億9,984万8,669円（1.8％）減少している。
今後とも、事務事業の見直しをさらに進め、実態に即した予算の配分と執行に努められたい。

⑥ 工事の変更契約については、毎年度設計変更が多いことを踏まえ、平成14年度を対象とした今年度の定例監査においても、変更理由の適否について、重点的に監査
している。これまでのところ、ほとんどの変更契約は、契約後の施工条件の変更等、やむを得ない理由によるものであると認められたが、一部に不適切なものが見受
けられた。
今後とも、事前準備や設計段階等において適切な事務の執行に努め、安易な変更契約のないよう留意されたい。

⑦ 平成13年度に実施した出先機関の定例監査の結果、所属間だけでなく同一所属においても、物品（コピー用紙）の購入価格に大きな価格差があったことから、平成
14年度を対象とした今年度の定例監査において、コスト意識を喚起するため物品の購入価格について重点的に監査している。これまでのところ、ほとんどの所属で改
善されつつあるものと認められた。
今後とも、コスト意識を持った適切な事務の執行に努められたい。

２　特別会計について
各会計ごとの収入未済額は、次のとおりである。その総額は57億9,979万9,406円で、前年度に比較して0.9％減少している。収入未済額の主なものは、平成12年度に発生

した、中小企業近代化資金特別会計に係る、倒産した「味のふるさと協業組合」の55億3,493万 6,000円である。
今後も、貸付原資の確保等のうえから適切な債権管理を行い、一層収納促進に努めるとともに、長期の収入未済金については、実態の把握に努め、適切に処理されるこ

とを望むものである。
恩 賜 県 有 財 産 特 別 会 計 3,895万9,201円
教 育 奨 励 資 金 特 別 会 計 1,517万3,800円
母子寡婦福祉資金特別会計 7,688万1,935円
中小企業近代化資金特別会計 55億9,466万1,775円
農 業 改 良 資 金 特 別 会 計 6,977万1,388円
林 業 改 善 資 金 特 別 会 計 435万1,307 円

３　財産について
公共事業等に伴う取得用地のうち未登記のものは、当年度取得分700筆余を含め、平成14年度末累計で7,400筆を超えている。
今後、県有財産の適正管理の観点から、未登記の解消に向け、なお一層努力されたい。
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１　決算の認定に係る議会の議決　認定
２　山梨県営電気事業
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６　監査委員の意見
平成15年8月12日

山梨県知事　山　本　栄　彦　殿
山梨県監査委員　勝　　　　　敏　　夫
同　　　　　　　早　　川　　正　　秋
同　　　　　　　奥　　秋　　恵　　次
同　　　　　　　竹　　越　　久　　高

平成14年度山梨県公営企業会計の決算審査について
地方公営企業法第30条第２項の規定に基づき審査に付された、平成14年度山梨県公営企業会計の決算審査の結果について、次のとおり意見書を提出します。

Ⅰ　審査の対象

平成14年度山梨県営電気事業会計
平成14年度山梨県営温泉事業会計
平成14年度山梨県営地域振興事業会計
平成14年度山梨県営病院事業会計

Ⅱ　審査の手続

平成14年度山梨県公営企業会計の決算審査にあたっては、各事業が地方公営企業法その他関係法令に基づいて、常に経済性を発揮し、本来の目的である公共の福祉を増
進するよう運営されているか、決算書類が経営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するため、決算書、決算附属書類、諸帳簿及び証拠書類等について
照査し、関係職員から説明を求め、さらに定例監査及び例月現金出納検査の結果を参考にして審査を行った。

Ⅲ　審査の結果及び意見

各事業会計ごとの審査の結果及び意見は、それぞれの項において述べるとおりである。
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（1）平成14年度山梨県営電気事業会計

意　　　　　　　見
審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示している。
事業の経営については、事業目的に沿って概ね良好に運営されているものと認められる。
平成14年度の経営状況は、６億6,565万9,322円の純利益を上げている。
これは、前年度に比べ8,391万6,513円の増となっており、経常収支比率は124.2％であり健全な経営に努めていると認められる。
しかしながら、公営電気事業を取り巻く環境は、電力小売りの部分自由化や、将来的には電力の全面自由化も検討されており、今後、ますます厳しい状況が予想される。
そのため、一層の財政健全化が求められている。
特に、地域振興事業に対する長期貸付金の償還については、民間企業の経営ノウハウ導入という新しい状況を見極めながら、具体的対応を求めていく必要がある。
したがって、電気事業の経営にあたっては、引き続き既存発電所の改良や修繕を計画的に進めるとともに、経営の効率化や組織のスリム化により、市場原理に耐えうる経

営基盤の強化を図り、水力発電によるクリーンエネルギーの安定供給と新エネルギーの調査研究に一層努力されることを望むものである。

（2）平成14年度山梨県営温泉事業会計

意　　　　　　　見
審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示している。
事業の経営については、事業目的に沿って運営されているものと認められる。
平成14年度の経営状況は、1,200万7,030円の利益を上げ、前年度に比べ667万6,107円の増となり、経常収支比率については107.5％と前年度を3.1ポイント上回っている。
経常収支比率が増加した主な要因は、高温の新規源泉供用開始に伴い、温泉管理費が減少したことによるものである。
また、純利益には、旧２号ポンプ室用地売却による特別利益283万3,980円が含まれている。
しかし、平成６年度以降、景気低迷や公営温泉施設の増加などにより石和温泉への宿泊者数が減少したため給湯量も減少した。これに伴う温泉供給収益の低下傾向は、や

や鈍化したものの改善されたとはいいがたい。
さらに、新規源泉掘削に伴う減価償却費の増加、給湯施設の老朽化に伴う送湯管・配湯管の敷設替工事などの投資も引き続き見込まれることから、今後も厳しい経営環境

が予想される。
したがって、温泉事業の経営にあたっては、新規源泉の活用を含め、中長期的な視点に立った経営の合理化、事業の効率化になお一層努めるとともに、地元自治体や関係

団体等と連携して、更に地域振興に寄与することを望むものである。

（3）平成14年度山梨県営地域振興事業会計

意　　　　　　　見
審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示している。
事業の経営については、事業目的に沿って運営されているものと認められる。
平成14年度の経営状況をみると、利用者数は前年度に比べて施設全体では6,395人減少し、特に、丘の公園の主力事業であるゴルフ場では、2,700人の減となるなど、いず

れの事業部門でも大幅な赤字を計上している。
この結果、営業損益は２億3,790万9,949円の赤字となり、当年度純損失２億3,818万3,179円、当年度未処理欠損金は23億8,806万1,627円と大幅に膨らみ、極めて厳しい状況
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にある。
今後の丘の公園の各種施設やまきばレストランの経営環境は、最近の景気動向から見て、利用者数の大幅な増加が見込めないことなどにより、更に厳しい状況が続くもの

と予想される。
したがって、地域振興事業の経営にあたっては、利用者のニーズに応じたサービスの提供など運営の創意工夫に努め、利用者の増加を図るとともに、コスト意識の徹底と

経営の効率化を進めるなど、経営の健全化になお一層の努力を望むものである。
特に、各事業の改革については、本年３月に民間の有識者からなる「地域振興事業（丘の公園）検討委員会」から、施設の運営を行っている（財）丘の公園管理公社の解散

と民間企業の参画を得た新たな経営・運営体制について提言がなされており、これを踏まえた方策など、抜本的な対応が必要である。

（4）平成14年度山梨県営病院事業会計

意　　　　　　　見
審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示している。
事業の経営については、事業目的に沿って運営されているものと認められる。
平成14年度の病院事業全体の経営状況は、38億5,429万5,016円の赤字となっている。この主な要因は、中央病院の新病院建設等に伴う減価償却費14億7,841万9,755円、旧

病棟除却費等20億704万8,481円の増加などによるものである。
なお、中央病院では平成８年度から平成13年度の６年間の診療報酬を過大に算定した結果として、平成13年度末で、６億6,557万9,508円の過誤未収金が発生した。今決算

で特別損失として処理しているが、この間、病院事業の経営成績及び財政状態が適正に表示されていなかったことになる。今後は再発防止のため、経理事務の見直しやチェ
ック体制の強化を図るべきである。
今後の経営見通しでは、特に中央病院において、第１期工事整備分に加え、第２期工事で整備される緩和ケア病床等による減価償却費などの諸費用が大幅に増加するため、

経営が軌道にのるまでは当面の間赤字を計上するほか、多額の企業債の償還も見込まれる。
病院経営を取り巻く環境は、急速な高齢化の進展等による医療費の増加に対する国の医療制度の抜本改革として、薬価制度や診療報酬体系などの見直しが進められており、

引き続き厳しい状況が続くものと考えられる。
したがって、病院経営にあたっては、公共性と経済性を基本とした公営企業の経営原則に則り、職員のコスト意識の徹底や採算性の判断基準となる医業収支比率の向上を

図るなど、効率的運営と財政の健全化に努力するとともに県民医療の中心的役割を担う基幹病院として、今度とも、県民の期待に応えることができるよう一層の努力を望む
ものである。

発 行 者 　 　 山 　 梨 　 県 　 　 甲 府 市 丸 の 内 一 丁 目 六 番 一 号 　 　 　 　 　 印 刷 所 　 ㈱ サ ン ニ チ 印 刷 　 甲 府 市 北 口 二 丁 目 六 番


